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In the Questions Relating to the Obligation to Prosecute or Extradite case （2012）, the International 
Court of Justice （ICJ） stated that “the common interest in compliance with” the obligations erga 
omnes partes “under the Convention against Torture implied the entitlement of each State party 
to the Convention without material damage to make a claim concerning the cessation of an alleged 
breach by another State party.” Two years after this remarkable statement, in the Whaling case 

（2014）, the ICJ also accepted a complaint from Australia, whose individual interests were not aff ected 
by the breach by Japan, to defend the common interest stemming from the International Convention 
for the Regulation of Whaling （ICRW）.

In this situation, however, some questions about the possibilities and limitations of the ICJ 
procedure in promoting common interests protected by treaty regimes, which are equipped with 
special organs and procedures for dealing with such, have been raised. Are there any limitations to 
the ICJ̶the ultimate purpose of which is to settle disputes between States through confrontational 
procedure̶in judging complaints from treaty parties, irrespective of individual interests, to defend 
the common interests based on treaties?

This article explores the ICJ’s attitude toward this problem by examining its judgments on 
common interests protected by treaties. As such, it is important to begin by reevaluating the 
landmark South West Africa case （1966）. This case earned notoriety because it is believed that 
the case was a result of a restrictive understanding of the general rules of standing. However, this 
article argues that this judgment was not based on the general rules of standing but solely on the 
interpretation of the specifi c treaty, namely the League of Nations Mandate for South West Africa. 
The judgement primarily indicated that the function of the Mandate and the League of Nations 

（within the framework of which the former system was organized） was based on collective action 
by States in joint forums, such as the Council and Assembly of the League. Because of the collective 
nature of these systems, the ICJ believed that the individual States did not have any standing 
concerning the administration of the Mandate.

Traditional judgments, including those in the Wimbledon case （1923） and South West Africa 
（1962） case （concerning jurisdiction）, were also primarily based on the interpretation of the specifi c 
treaty structures; these cases are always mentioned as examples of the positive stance toward actio 
popularis in general, which was contrary to the judgment in the South West Africa case （1966）.

Recent judgments, however, have considered the collectivity of the procedure and structure of 
specifi c treaty regimes, not in respect of standing but on merit. In the Whaling case, the collectivity 
of the ICRW was considered, and the ICJ avoided collision with the treaty organs as the forum of 
collective decision, using the notion of the duty to cooperate. The treaty structure was not mentioned 

条約上の共通利益侵害に基づくICJ訴訟の焦点

今　岡　奏　帆＊



― 2 ― 国際関係論研究　第 33 号

in the Questions Relating to The Obligation to Prosecute or Extradite case; however, this merely 
implies that there was no need to consider the treaty structure because of its non-collectivity.

Future works must discuss the validity of the collectivity criterion itself, conditions required for 
being judged as a collective structure, the appropriateness of considering the treaty structure on 
merit and not standing, and the rationality of using the notion of the “duty to cooperate” to avoid 
collisions with the treaty organs. All of these works can set the foundation for addressing the problem 
of the possibilities and limitations of the ICJ procedure in promoting common interests protected by 
multilateral treaty regimes.

＊東京大学大学院総合文化研究科博士課程在学
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第１章　序論

　他国の国際義務違反に際し、個別的利益侵害を
受けていない国家が、共通利益侵害のみに基づい
て当該違反を国際司法裁判所（ICJ）に提訴する
場合に（共通利益侵害訴訟）、原告たる適格性を
有するかという問題は、国際法上の伝統的な論題
である。これを消極的に解した例としてしばしば
挙げられるのが、1966 年の南西アフリカ事件判
決 1 である。同事件で ICJ は、南アフリカによる
委任状上の義務違反を、共通利益侵害に基づいて
提訴したエチオピア、リベリアの原告適格性を否
定した。同判決が出されて以降、アパルトヘイト
を含む深刻な人権侵害の解決に寄与することのな
かった ICJ への落胆が、共通利益侵害訴訟におけ
る原告適格性をめぐる議論の原動力となってきた
ように思われる。
　こうした中、南西アフリカ事件判決から約半
世紀を経て、ICJ は再び共通利益侵害に基づく原
告適格性の問題に正面から向き合うこととなっ
た。2012 年の、訴追又は引き渡しの義務事件判
決 2 である。同事件は、拷問等禁止条約の締約国
であるベルギーが、セネガルによる同条約上の義
務違反を、共通利益侵害に基づいて ICJ に提訴し
たものであり、ICJ は結論としてベルギーの原告
適格性を肯定した。この際、ICJ は本件の訴訟係
属に個別的利益侵害の存在は要求されないとして
おり 3、南西アフリカ事件判決で示した立場を大
きく転換したものと受けとめられてきた 4。
　これ以後、個別的利益侵害を受けていない国家
による、共通利益侵害に基づく訴訟が相次いでい
る。日本の南極海における捕鯨の国際捕鯨取締条
約上の評価が争われた捕鯨事件判決（2014 年）5 お
よび核保有国による核不拡散条約上の交渉義務違
反が争われたマーシャル諸島核軍縮交渉義務事件

（2017 年）6 がそれであり、後者については、紛争
の存在が否定されたため共通利益侵害訴訟として
の側面が取り上げられることなく終結したが、捕
鯨事件判決においては、口頭弁論を通じて共通利
益侵害に基づく訴訟であることが確認されたうえ
で、原告適格性は特段問題とされることなく審理

が係属し、本案判決が下された。
　ICJ が共通利益侵害訴訟を積極的に受理するよ
うになった近年、これまで議論されてこなかった
新たな問題が提起され始めている。特に捕鯨事件
判決以後、同事件が捕鯨国と反捕鯨国の対立の中
で機能不全に陥った条約機関を迂回するかたちで
ICJ にもち込まれたという事情もあり、条約上の
共通利益の実現を担保する手続としての裁判の可
能性と、限界づけの必要性が、条約制度との関係
の中で問われるようになったのである 7。具体的
には、ICJ が条約の履行確保機関としての役割を
果たすことが可能 8 あるいは適切・効果的である
のかという点 9、ICJ が共通利益侵害訴訟に乗り
出せば ICJ と条約機関の手続が重複することとな
るが、この場合に、権限関係の不明確さや、法的
拘束力の欠如から条約機関の判断が背後に退くこ
とによって、執行過程が錯綜するという点が指摘
されている 10。これらの指摘は、ICJ における共
通利益侵害訴訟がはらむ問題を、条約制度やその
手続との対比、あるいは関係性といった角度から
捉える点で、従来の議論と異なる新しさをもって
いるが、現在のところ問題提起がなされるのみで
踏み込んだ議論はなされていない。
　条約制度やその手続との関係性という視点は、
共通利益侵害訴訟をめぐる伝統的な議論の中では
争点化してこなかった。その要因の一つは、南西
アフリカ事件判決以降、訴追又は引き渡しの義
務事件判決に至るまで共通利益侵害訴訟が提起さ
れない中で、バルセロナ・トラクション事件判決

（1970 年）11 の有名な傍論に議論が集中してきた
ことにある。同傍論は、「国際社会全体に対する
義務」である erga omnes 義務に言及し、そうし
た義務の違反に際しては「すべての国が当該権利
の保護に法的利益をもつとみなされる」と宣言し
たが 12、これは、具体的な紛争との関連ではなく、
あくまで「傍論」として示されたものであり、か
つ、個別条約と関連づけることなく erga omnes
義務違反の帰結を一般論として展開したものであ
った。さらに、いま一つの要因として、伝統的議
論に大きな影響を及ぼした国家責任条文 13 の起
草作業は、具体的に義務が由来する一次規範の規
定を捨象し、義務違反の結果として生じる国家責
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任のみに着目するという手法を採用していたこと
が挙げられる。このようにして、共通利益侵害訴
訟における原告適格性を論じるにあたっては、条
約の特性に関係なく適用される訴訟法上の一般規
則の解明に関心が集まり、個別の条約制度は十
分に着目されてこなかったのである。こうして、
ICJ における共通利益侵害訴訟に際して個別条約
上の規定を確認する必要性が論じられる場合にも、
紛争解決条項が指摘されるにとどまり 14（共通利
益侵害に基づく ICJ の利用について明示的に定め
る条約は稀であるため、特定の条約が共通利益侵
害訴訟を認めているか否かについて紛争解決条項
だけからは多くの場合結論を導くことができない
点には注意が必要である 15）、条約手続との関連
で、ICJ における共通利益侵害訴訟を限界づける
試みはほとんどなされてこなかった 16。
　共通利益侵害訴訟が盛んに提起されている現
在、条約上の共通利益の実現を担保する手続とし
ての ICJ の可能性と限界を、条約制度やその手続
との関係性という視点から問い直す研究が求めら
れている。本稿は、その出発点として、ICJ に提
起された条約上の共通利益侵害訴訟判例を題材に、
ICJ 自身が、条約制度やその手続との関係におい
て自らの役割をどのように限界づけてきたのかを
検討する。従来の議論は、判例分析においても訴
訟法上の一般規則の抽出に集中してきた。そこで
次章では、判例における条約解釈、中でも手続を
含めた条約構造に対する考慮に着目しつつ、共通
利益侵害訴訟の争点となってきた原告適格性判断
枠組の変遷を追う。続く第３章では、本案審理に
視点を移しつつ、同様の観点から判例分析を行う。
このような作業を通して、近年の判例を伝統的判
例との関係で位置づけ直し、捕鯨事件判決が喚起
した問題の起源と所在を示しつつ、条約制度やそ
の手続との関連という新たな問題設定の下で今後
論じられるべき、共通利益侵害訴訟の焦点を導き
だしたい。

第２章　原告適格性判断枠組の変遷

　ICJ における共通利益侵害訴訟をめぐる問題
は、伝統的に原告適格性判断の中で議論されてき

た。特に、バルセロナ・トラクション事件判決以
降は、erga omnes 義務に基づく原告適格性とい
うかたちで定式化がなされ、共通利益侵害訴訟の
可否が一般的に論じられるようになった。これ以
前に共通利益侵害を扱った事件として、前述の南
西アフリカ事件判決、そして常設国際司法裁判
所（PCIJ）におけるウィンブルドン号事件判決

（1923 年）17 が挙げられるが 18、バルセロナ・トラ
クション事件判決以降は、これらの先例を分析す
る際にも同様の定式が評価の前提とされてきたよ
うに思われる。南西アフリカ事件第二段階判決が、
共通利益に基づく原告適格は認められないとの一
般規則認識に立脚した判断が下されたもの、ある
いは、共通利益侵害に基づく訴訟を一般的に否定
する立場を示したものと評価されてきたことは、
その一つのあらわれであろう 19。こうした定式が
前提とされる限り、ICJ が原告適格性判断に際し
て条約構造を考慮しているか否か、その内容はい
かなるものであるかといった点が検討の中心をな
すことはない。
　以下では、上述のように議論の構造を大きく規
定することとなったバルセロナ・トラクション事
件判決を基点に、それ以前の判例を伝統的判例、
以後の判例を近年の判例と位置づけ、各判例にお
ける原告適格性判断枠組とその変遷の検討を試み
る。

第１節　伝統的判例
第１項　ウィンブルドン号事件判決
判決および事実

　第一次世界大戦後に同盟国・連合国とドイツの
間で締結されたヴェルサイユ講和条約は、ドイツ
の国内水路であったキール運河の国際化を定め、
第 380 条は「キール運河とその入口は、ドイツと
平和的関係にある全ての国家の軍艦と商船に対し
て、完全なる平等に基づき自由で開放された状態
が保たれなければならない」と規定している。本
件は、ポーランド＝ソビエト戦争に対するドイツ
中立令と同国政府の指示を根拠に、武器弾薬を積
みポーランドへ向かっていた商船ウィンブルドン
号の航行を、ドイツの運河の運航管理者が拒否し
たことに端を発する。これにより直接に損害を受
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けたのは、ウィンブルドン号の旗国たるイギリス
と、これを傭船していたフランス企業であった。
本件では、イギリスとフランスに加え、ヴェルサ
イユ条約の主たる同盟国および連合国であるイタ
リアと日本が共同原告となり、ドイツによる上記
の通航拒否によるヴェルサイユ条約第 380 条違反
を PCIJ に提起した。
　裁判管轄について定めたヴェルサイユ講和条約
第 386 条は「第 380 条から第 386 条のいずれかの
違反があった場合、あるいは、これらの条項の解
釈に関する紛争に際して、あらゆる利益保持国

（any interested power）は国際連盟によってこ
うした目的のために設置される司法機関を利用す
ることができる」と定めている。裁判所は、原告
適格性判断について非常に簡潔な論証をしており、

「四つの原告国が、自国が旗国である艦隊および
商船を持っていることから、キール運河に関する
規定の履行に明白な利益（clear interest）をもっ
ていることに注目すれば十分だろう。よって、彼
らは、仮に金銭上の利益に対する損害を証拠とし
て挙げることができなかったとしても、第 386 条
１項によって保護される」と述べ、イタリア、日
本を含む全出訴国につき原告適格を認めた 20。そ
して、主文においてドイツによる義務違反を認定
し、フランスに対する賠償を命じた 21。

評価
　ウィンブルドン号事件判決は、結論として原告
適格を認めたことから、裁判所の共通利益侵害訴
訟に対する寛容な態度の表れだとされ、この意味
で後述する南西アフリカ事件第二段階判決と対置
されてきた 22。しかし、原告適格性肯定の根拠を、
判決において具体的に展開されたリーズニングと
は異なる次元に還元することには、慎重にならな
ければならない。
　問題となるのは、この事件において個別的利益
侵害を受けていない日本とイタリアが、どのよう
な根拠によって原告適格を認められたのかという
点である。裁判所は、原告適格に関する判示の
中で、キール運河の開放を定めた実体規定である
第 380 条には触れず、もっぱら第 386 条の解釈を
根拠としている。また、原告適格の認定につき、

「明白な利益」をもつことを確認するだけで十分
であるという判示は、「あらゆる利益保持国」が
訴権をもつという第 386 条上の文言と呼応してい
るように読める。こうした判示からは、実体規定
たる第 380 条ではなく、紛争解決条項である第
386 条に解釈の力点が置かれていることが確認で
きる 23。
　しかしながら、「あらゆる利益保持国」を含む
同条項の文言のみから、個別的利益の侵害を受け
ていない締約国に対しても原告適格を与えるとの
合意を導くことは困難であるように思われる。こ
の点につき、具体的条約を例示しつつ共通利益侵
害訴訟について定める紛争解決条項の規定につ
いて詳細に検討した Tams は 24、第 386 条につい
て、ヴェルサイユ条約が締結された当時は法的利
益とそれ以外の利益の区別が十分に意識されなか
ったのであり、起草者は「利益」という文言を用
いて、単に一般的な原告適格枠組を意図したのだ
とする指摘に触れ、自らも同条項を曖昧な条項

（equivocal clause）と称する 25。
　同条項の文言だけでは不十分であるとすれば、
PCIJ が第 386 条を共通利益侵害に基づく原告適
格性を肯定する規定であると解釈した根拠は、ど
こに求められるだろうか。兼原は、そうした解釈
の根拠として、当該条約がキール運河の国際化に
おいて、国際河川や国際運河等に関する他の国際
化制度が通常設置している、制度の監督機関とし
ての国際委員会や特別手続を規定していないこと
を指摘する 26。例えば、スエズ運河に関する国際
制度の履行確保は、条約署名国たるエジプトの代
表が条約実施の監視を行い、航行の安全や自由が
脅かされる場合には、主席（Doyen）が検証手続
をとったうえで、エジプトに運河の保護および自
由な使用を確保するための適当な措置を行わせる
義務を負うものとされた。また、ダニューブ河や
ライン河もそれぞれ国際委員会を中心とする国際
制度を設立していた。これらに対し、キール運河
はそうした制度をなんら備えていなかったことか
ら、裁判所は、国際委員会や特別手続に代替する
制度として、第 386 条があらゆる利益保持国に訴
訟提起を認めていると解釈したものと思われる。
　原告適格性判断において他の国際制度との対比
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という視点があったとの理解は、同判決が全体と
して、スエズ運河やパナマ運河などの他の条約制
度との対比の中で、キール運河における中立規則
に関する論争を検討するという手法をとっている
こととも整合的である 27。
　以上のように、ウィンブルドン号事件判決にお
ける原告適格性判断に際しては、条約の履行構造
が考慮されていたものと思われる。具体的には、
履行確保機関を備えていないという特徴から、紛
争解決条項が共通利益侵害に際する裁判所の利用
を認めているのだという解釈が導かれ、結果とし
て原告適格性が肯定されたのである。

第２項　南西アフリカ事件第一段階判決
判決および事実

　第一次世界大戦後、旧ドイツ植民地であった南
西アフリカは、国際連盟によって委任統治領とさ
れ、C 式委任状によって南アフリカ連邦が受任国
に任命された。第二次世界大戦後、委任統治地域
は独立または信託統治制度へ移行したが、南アフ
リカは南西アフリカの併合を主張してこの地に残
った。これに対し国連総会は、併合に同意するこ
とはできないとし、信託統治制度へ移行すること
を勧告したが、事態の改善はみられなかった。国
連総会や信託統治理事会は、アパルトヘイトを含
む南アフリカの同地における施政を批判し、信託
統治制度への移行を命じる勧告を繰り返した。こ
れらに反発した南アフリカは、国連に対する統治
状況に関する年報の提出を停止し、同地域の併合
をはかった。
　こうした中で国連総会は、ICJ に対し３度に
わたり勧告的意見を要請し、1950 年、1955 年、
1956 年に、南西アフリカは委任統治制度下にあ
り、その監督権限は国際連盟から国際連合へ引き
継がれたという旨の勧告がなされた。しかし、な
おも事態は改善しなかったことから、法的拘束力
ある判決を得るために、国際連盟の加盟国であっ
たエチオピア、リベリアが原告となり、南アフリ
カを被告として提起したのが本件である。原告
は、南アフリカが、委任統治に関する規則を定め
る南西アフリカ委任状第２条および国際連盟規約
第 22 条に違反しており、これを中止する義務が

あること、義務違反を構成する国内法を破棄する
義務を負うこと等の判示を請求した 28。
　第一段階判決では、本件手続における ICJ の管
轄権が争われた。管轄権の基礎は委任状第７条で
あり、同規定は「受任国は、委任状上の規定の解
釈適用に関するあらゆる紛争が受任国と他の連盟
国の間で生じ、交渉によって解決されない場合に
は、そのような紛争は、連盟規約第 14 条に規定
される PCIJ に付託されることに合意する」と定
めていた。
　南アフリカは４つの先決的抗弁を提起したが、
本稿との関係で重要なのは第二の抗弁および第三
の抗弁である。第二の抗弁は、連盟が消滅した際
に原告も連盟国としての地位を失っているため、
委任状第７条２項にいう「他の連盟国」は存在せ
ず、従って本件原告は原告としての適格性を有さ
ないという趣旨のものであった。これに対し、裁
判所は、国際連盟規約第 22 条に定められた、委
任地域住民の福祉および発展を図る「神聖な使
命」を果たすために司法的保護が本質的であるこ
と、そのために連盟国に出訴権が与えられたこと
を強調したうえで、1946 年の国連総会において
委任状の継続が議決されたことなどからこうした
権利は存続しているという議論を展開して、被告
の抗弁を否定した。また、第三の抗弁は、原告が
何ら実体的権利侵害を被っていないことから、本
件は第７条にいう紛争に該当しないというもので
あった。ICJ はここでも委任統治における司法的
保護の重要性を強調し、第７条の「あらゆる紛
争」という文言が幅広くかつ明確なものであると
の解釈を示して、これを否定した。

評価
　第一段階判決で判断されたのは管轄権に関する
問題であるが、実際の審理内容は、紛争解決条項
の解釈や法的利益性の有無など、後述する第二段
階判決で扱われる内容とも重なる。法的利益の意
味するところは判例において必ずしも明らかにさ
れていないが、請求主題との間で原告が保持すべ
き一定の利益であり、第一段階判決の中では前述
のように紛争の存在の前提として被告により争わ
れ、第二段階判決の中では後述するように原告適
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格の前提として裁判所の職権によって確認されて
いる。第一段階の多数意見は、紛争解決条項が管
轄権を肯定したものと解釈し、法的利益性も肯定
したが、これは、紛争解決条項が共通利益侵害訴
訟を肯定しているとは理解せず、法的利益性も否
定した第二段階判決とは結論のうえで真逆である。
こうした結論の相違は、共通利益侵害訴訟一般に
対する、両判決の正反対の立場を示すものと評価
されてきた 29。
　しかし、第一段階判決の審理内容をつぶさに見
れば、条約構造に着目した議論が展開されている
点で、第一段階と第二段階の判断枠組は共通の基
盤を有していることがわかる。Bustamante 判事
は個別意見の中で「訴訟手続の間、委任状システ
ムにおいて、国際裁判所の管轄権は受任国による
履行のある種の監督を構成するのか否か、より正
確には、連盟が責任を負う行政的監視が他のフェ
ーズをなすような委任状の監督装置の不可欠の一
部をなすのか否かという点に関する議論がなされ
てきた」としている 30。
　第二段階における議論と最も直接的に関連す
るのは、第三の抗弁である。第三の先決的抗弁
は、本件紛争が原告やその国民の物質的利益

（material interest）に何の影響も与えないため、
第７条にいう紛争に該当しないというものであっ
た。これに対して裁判所は、紛争解決条項に用い
られている文言は広範で明確であり、あらゆる規
定に関係する紛争を意味するとし、当該規定の範
囲と目的から、連盟国が、受任国の住民に対する
義務と、連盟や連盟国に対する義務の両方の遵守
について、法的権利または利益をもっていると解
する。
　しかしながら、こうした紛争解決条項の解釈は、
第７条の文言自体が広範な用語を用いていること
だけによって導かれたものではなかった。裁判所
は、条約全体の履行構造の中で第７条に与えられ
た機能に照らして同条項を解釈している。すなわ
ち、第６条が連盟による行政監督について規定す
る一方、第７条は、裁判所による司法的保護につ
いて規定しているとみなしたうえで、第７条によ
って連盟国に与えられた行動権は委任状の本質的
な部分であり、その執行から切り離すことはでき

ないとするのである 31。
　この司法的保護の本質性については、第三の抗
弁に先立つ第二の抗弁との関係でより詳細に論じ
られていた。第二の抗弁は、委任状第７条２項に
いう「他の連盟国」に原告が該当するかという
点を争うものであったが、これに対し裁判所は、

「他の連盟国」に原告が該当することの根拠とし
て、委任状制度における司法的保護の本質性を指
摘する 32。裁判所の説明は以下である。受任国を
含む全会一致制の下では、連盟理事会は委任状に
ついての独自の見方を受任国に課すことができな
い。もちろん勧告的意見を ICJ に求めることがで
きるが、勧告的意見には法的拘束力がなく、受任
国は委任統治委員会の意見を無視し続けることが
できる。そのような場合、神聖な使命を保護し住
民の利益を守る唯一の残された道は、委任状の解
釈適用に関する問題について裁判所の判決を得る
ことだけである。しかし、理事会も連盟も裁判所
を利用することができない。神聖なる使命の保護
のための最後の効果的手段は、連盟国が第７条を
援用し受任国と彼らの間の紛争として裁判所に訴
えることだけである。このような重要な目的のた
めに、「委任状上の規定の解釈適用に関するあら
ゆる紛争（any dispute, whatever）が受任国と他
の連盟国の間で生じ、交渉によって解決されない
場合には」という広範な文言が採用されたのであ
り、これが同条項の役割であるというのが裁判所
の理解であった 33。
　以上のように、第一段階判決は、連盟による監
督制度が受任国を含む全会一致制を採るという限
界を有することから、連盟加盟国の提訴による司
法的保護が委任状制度にとって本質的であるとの
解釈を導いた。これが、紛争解決条項が法的利益
を広く認めていることの根拠として援用されてい
る。南西アフリカ事件第一段階判決においても、
条約制度の構造に対する考慮が法的利益性の判断
において重要な役割を果たしたのである。

第３項　南西アフリカ事件第二段階判決
判決および事実

　第一段階に続く第二段階における当事国の申し
立ての争点は、南西アフリカ委任状の有効性や、
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南アフリカが委任状第２条２項に基づく「地域住
民の物質的、精神的福祉および社会的発展を最
大限促進する」義務に違反したかどうか、先住民
の軍事訓練と、陸海軍の設置または要塞の構築を
禁止した委任状第４条に違反した行為があったか
どうかなどであった。受任国の義務履行に対する
連盟国の法的利益性については第一段階において
管轄権判断に付随して第三の抗弁の中で論じられ、
結果として肯定されていたことから、第二段階で
はこの点については争われなかった。しかしなが
ら、ICJ は、決定がなされた場合にその他の点に
関する審理が不必要となるような性質をもつ問題
をまず扱うべきであるとして、原告の原告適格と
その前提をなす法的利益性を中心的に検討し、最
終的にこれを否定した 34。
　法的利益性の判断に際して、ICJ は委任状上
の義務を以下の二つに分類した。一つは地域住
民に対する受任国の権能および連盟と連盟機関
に対する義務を定めた「管理規定」（conduct 
provisions）であり、もう一つは、委任地域に関
し直接個々の連盟国とその国民のために一定の権
利を付与した「特別利益規定」（special interests 
provision）である。C 式委任状の規定の中で後
者の例として挙げられたのは、委任統治領におけ
る宣教師の自由な旅行と居住を定めた第５条だけ
であり、判決で問題となった義務は全て前者の管
理規定にかかわるものであるとされた 35。ICJ は、
管理規定に関する責任はもっぱら連盟、より特定
的には理事会に対して負われるものであり、連盟
国はこうした機関から独立して、受任国に対して
神聖な使命の履行を要求する権利を付与されては
いないとして、原告の法的権利・利益を認定しな
かった 36。
　なお、同判決は 88 段落において、司法的保護
の本質性を強調して原告の法的利益性を肯定しよ
うとする「必要性の議論」について、「民衆訴訟

（actio popularis）を認めるべきだとする主張に等
しい」としたうえで、このような訴権はいくつか
の国内法においては知られているとしても、「現
行の国際法上知られていない」し、「法の一般原
則」ともいいえないと指摘している 37。
　法的利益性に関して第一段階における自らの判

断を実質的に大きく覆したうえ、南西アフリカに
おける深刻な事態を打開するなんらの助けとなら
なかった同判決は、国際社会から多くの非難を浴
びることとなった。同判決は、国連からの落胆を
招いたほか、特にアジア・アフリカ諸国の ICJ に
対する消極的態度の要因となったとされる 38。

評価
　従来、南西アフリカ事件第二段階判決は、88
段落における一般規則への言及に非常に大きな比
重を置いて理解されてきた。その結果、本判決
は、共通利益侵害訴訟は認められないとの一般規
則認識に基づく判断であるとか、共通利益侵害訴
訟一般に対して否定的立場を示したといった評価
がなされてきた 39。こうした評価から同判決には
批判が多く、バルセロナ・トラクション事件判決
が erga omnes 義務に言及したのは、この判決に
対する裁判所の反省によるものともいわれる 40。
　裁判所の立論を一般規則に引きつけて理解す
る例として、例えば杉原は、「注意すべきことは、
この判決（1966 年）が、基本原則として、自国
の直接的な権益が存在しなければ国家は出訴しえ
ないと考えていることである。つまり、出訴国は
請求主題に『直接的・個別的な法的利益』をもた
なければならないという伝統的な法理に立脚して
いたといえる。委任状の『特別利益規定』に関し
てのみ、加盟国は出訴しうるとされたのはこのた
めである」としている 41。また、Charney は、本
判決の立論を確認した上で、「この判決は、国際
法の厳格な二国間救済規則の再宣言」であるとす
る 42。
　確かに、南西アフリカ事件第二段階判決は共通
利益侵害訴訟に関する一般規則に言及した。しか
しながら、一般規則はあくまでも傍論として触れ
られているにすぎず、裁判所の立論を基礎づけて
はいない点に細心の注意を払わなければならない。
判決は、必要性の議論に対して後述のように条約
解釈を通して正面から応答した上で、「別の方法
でみると」として、そもそも必要性の議論が主張
するような民衆訴訟は現行国際法および法の一般
原則としては知られていない点を確認的に付言し
たに過ぎない 43。一方で、必要性の議論への反論
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のみならず、多数意見の全体を積極的に根拠づけ
ていたのは、委任状制度や連盟制度の構造をめぐ
る条約解釈であった。
　南西アフリカ事件第二段階判決を、裁判所の一
般規則認識や共通利益侵害訴訟一般に対する立場
に引きつけて理解する論者が圧倒的多数である一
方、同判決が出された当時の判例評釈には、同判
決多数意見について、委任状制度の構造に着目し
たものだと評するものがあったことが注目される。
小寺は、「多数派は委任統治をあく迄連盟という
国際機構の枠内に設けられた一制度と考えた。受
任国は連盟に対して義務を負い、連盟がその義務
履行を監督する。連盟国は連盟を通じ、連盟の成
員として監督に間接に参加するにすぎない」との
発想から、「受任国が義務を履行することは望ま
しいが、義務違反があってもそれに適用する法は
存在せず、政治的に処理される以外はないという
結論」に至ったのであるとする 44。
　実際、南西アフリカ事件第二段階判決の立論を
つぶさに見れば、多数意見の積極的な根拠づけ
は条約構造解釈にあったことがわかる。同判決
は、管理規定について決定されなければならない
論点を、「委任状と、委任状システム全体の仕組
に基づいて」法的権利または利益が連盟国に基礎
づけられるか否かという問題であるとした 45。さ
らに、条約全体の構造を勘案することの必要性を
随所で強調している。例えば、委任状の構造の分
析のために、国際連盟そのものの制度の構造をま
ず検証する必要があるという文脈で、「その枠内
で委任状システムが組織」され、委任状システム
が「どのような方法（methods）によって、どの
ような道筋（channels）で、どのような要請手段

（recourses）を用いて、どのように実施される予
定であったかが不可避的に決定」されるという観
点から、「国際連盟という制度の法的性格と構造
の両方に注意が払われなければならない」とする 46。
　法的利益の問題を、条約構造との関連で判断す
べきだとの立場は、第一段階から貫かれているが、
結論における両者の違いは、第二段階判決が、条
約制度の集団的（collective）性質という観点を、
条約構造に関する解釈の焦点として新たに提示し
たことに起因する。この点に関する判決の理論は、

以下の二点によって示される。第一に、同判決は、
委任状の監督のために用意された手続や、連盟機
関の権限を定める規定から、委任状制度における
直接的な監督権限をもっていたのは、個々の連盟
加盟国ではなく理事会および総会であった点を指
摘する。第二に、一方で連盟国が具体的に委任状
制度に参画することが全く不可能だったわけでは
なく、総会や理事会における集団的決定に参画し
えたこと、そして当該制度はそもそもそうした集
団的手続を基盤としていた点を指摘する。
　第一点目との関連で指摘されたのは、年報の提
出先や、受任国がそれによって満足させる義務を
負った対象は理事会であるという点 47、改正手続
に必要な同意を与える主体が理事会のみであり連
盟国ではない点 48、常設委任統治委員会は理事会
に対する助言のために設置されている点 49 等で
あった。これらから、委任状の監督権限について
は、理事会のみがその監督機能をもっているとい
う解釈が導かれた。また、国際連盟総会について
は、国際連盟規約第３条が言及され、委任状をめ
ぐる疑問点に関して、「連盟の行為の範囲内にあ
るあらゆる問題」を扱う権限を行使できることが
指摘された 50。
　一方で、連盟国の権限については、国際連盟規
約第２条が「本規約による連盟の行動は、連盟総
会および連盟理事会並びに付属の常設連盟事務局
によりてこれをなすべきものとする」としている
ことから、連盟事項（League matters）につい
ては特別に規定されない限り個々の連盟国が独自
に行動することはできないと解された 51。注意が
必要なのは、こうした指摘が委任状制度に対する
連盟国の参加を単に否定するものではないという
ことである。多数意見の力点は、連盟制度、委任
状制度においては連盟事項や委任状の監督にかか
わる事項が、集団的手続の中で実現されていくこ
とが意図されているという、連盟および委任状制
度に対する積極的な特徴づけに置かれている。裁
判所によれば、こうした事実は、「連盟国が委任
状の実施に対して単に無力であるとか、無能の
傍観者（impotent spectator）であるということ
や、あらゆる要請手段を欠いていることを意味」
せず、「それとは対照的に、総会に参加する国家
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として、あるいは理事国として、またはその両方
として、委任状一般や特定の委任状についての問
題を提起して、こうした組織の考慮を促すことは
できるし、このような参加を通して結果に影響を
及ぼすこともできる」とする。さらに、実行上も、

「実際に連盟国が総会と理事会の両方を相当に利
用していたことを記録が示している」との指摘も
なされている 52。この条約構造の集団性というキ
ーワードは、随所で繰り返し言及されている。
　以上のように、裁判所は一貫して、委任状の目
的のために採用された手続、あるいは委任状の前
提をなしていた連盟制度が、どのような履行体制
を意図していたのかという点について丁寧に検討
することで原告適格性を判断するという立場をと
っている。その際、委任状の履行確保に対して手
続の集団的な性質が基盤をなしていたとの理解が、
共通利益侵害訴訟における原告適格性を否定する
根拠となっている。
　このような視点は、いわゆる「必要性の議論」
に対する反論部分にもみられる。「必要性の議
論」とは、第一段階判決で多数意見をなした見解
であるが、その内容を改めて確認すると、連盟
理事会は受任国を含む全会一致制を採用していた
ため受任国に自らの見解を課すことができず、勧
告的意見も法的拘束力がないことから、神聖な使
命の履行の最終的な保証のために個々の連盟国
が ICJ を利用できることが必要なのだとする議論
である 53。これに対して、第二段階判決の多数意
見は以下のように反論する。まず、制度上、委任
状に関する問題について、受任国はメンバー国と
して理事会に参加する権限が与えられていたこと、
理事会は全会一致制を採用しているため、決議を
出すためには、受任国が賛成票を投じることまた
は、反対票を投じないことが交渉によって得られ
なければならなかったことを確認する 54。そのう
えで、実行上、受任国が「拒否権」発動したこと
はない一方、受任国が意に反して同意させられる
ような状況を避けるためにも多大な努力がはらわ
れてきたことを指摘し、裁判所はこれを「一般的
に承諾可能な結論に至るためのプロセスの一部で
あった」55 と評価する。そして、最後の手段とし
て、神聖な使命の履行を受任国に課すことが可能

であるべきだとの意図があれば、より迅速で効果
的な手段をそなえることができるにもかかわらず
56、偶然的で不確かな個別連盟国の行動にゆだね
るということはありえないとして、こうした意図
の存在を否定している 57。
　必要性の議論とこれを否定する多数意見は、と
もに条約の履行構造に即した立論をしている点で
共通の基盤を有している。これは、南西アフリカ
事件判決の第一段階・第二段階を、民衆訴訟一般
に対する立場の違いに引きつけて理解することに
対して修正を迫る事実である。両者ともに、あく
まで条約構造の解釈から結論を導いているのであ
り、その対立点は、条約制度の具体的な評価にあ
る 58。重要なのは、第二段階の多数意見が、集団
的手続が基盤をなす制度として連盟制度を捉えた
点である。受任国が反対すれば決議が成立しない
という投票制度設計のもと、受任国と他の理事国
との見解が集団的フォーラムにおいて擦り合わさ
れ、一般的に承諾可能な結論に至ることこそが重
要なのであり、委任統治制度は決して受任国対他
の理事国という二辺的対立構造の中で、他の理事
国の見解を受任国側に一方的に押しつける制度と
して構築されていないというのが、第二段階多数
意見の見解であった。
　以上のように、南西アフリカ事件第二段階判決
における論証は、一般規則に基づいて結論を導く
ものではなく、委任状制度あるいは国際連盟制度
に特有の構造を検討することを通して、同制度が
個々の連盟国に裁判所の利用を認めているか否か
を判断しようとするものであった。条約構造の検
討に際しては、集団的な条約手続が条約制度の基
盤をなしているかという点に着目し、これが肯定
される場合には、二当事者間訴訟による解決は認
められないとの枠組を採用している。こうした点
に鑑みれば、共通利益侵害訴訟をめぐる一般規則
に関する傍論に依拠して同判決を評価することは
妥当であるとはいえない。

第２節　バルセロナ・トラクション事件判決
　バルセロナ・トラクション事件判決は、カナダ
に本拠地をもちスペインに設立されたバルセロ
ナ・トラクション社のベルギー人株主がスペイン
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の措置によって損害を受けたとして、ベルギーが
スペインを訴えた事件であり、事案自体は共通利
益侵害に関係するものではない。しかし、同判決
の傍論において初めて erga omnes 義務概念が提
唱されたことで、その後の共通利益侵害と原告適
格をめぐる議論は、同傍論の解釈問題を中心とし
て展開されることとなった。同判決は南西アフリ
カ事件第二段階判決判決で示された消極的立場を
覆そうとするものであったと評価され 59、訴追又
は引き渡しの義務事件判決における erga omnes 
partes 義務概念に基づく原告適格性肯定に際し
て引用されている。
　バルセロナ・トラクション事件判決においても
っとも有名なのは、erga omnes 義務に言及した
判決 33・34 段落である。
　33 段落は、「国際社会全体に対する義務と、外
交的保護の分野で他の一国に対して生じる義務と
の間には、本質的区別をすべきである。前者は、
その本性からしてすべての国家の関心ごとである。
関連する権利の重要性に鑑み、すべての国が当該
権利の保護に法的利益をもつとみなされる。問
題となる義務は、erga omnes 義務である」とす
る 60。
　34 段落は、こうした義務の具体例として、侵
略行為および集団殺害行為の禁止、奴隷制度およ
び人種差別からの保護を含む人間の基本的権利
に関する原則および規則から生ずる義務を挙げ、
erga omnes 義務を「普遍的、または準普遍的文
書に由来する」ものとしている 61。
　一方、同判決は、91 段落の前半において、「普
遍的に人権を定立する文書は、国籍と無関係に、
当該権利の侵害の被害者を保護するための資格を
諸国家に与えているわけではない」としている 62。
この段落を上記の 33、34 段落との関係でどのよ
うに理解すればよいかという点は、同判決を理解
する際の争点の一つである。
　33 段落は erga omnes 義務違反に際して、全て
の国に法的利益性を認めるが、同判決が法的利益
にとどまらず、裁判を提起する原告適格性までを
も認めたか否かという点に関しては、議論のある
ところである 63。ただし、本稿は erga omnes 義
務違反をめぐる一般規則の存否やその内容を主題

とするものではないため、ここでは、単に erga 
omnes 義務につき法的利益性を肯定するとの一
般論を同判決が導入したという以上には踏み込ま
ない。
　本稿の主題に照らして重要なのは、バルセロ
ナ・トラクション事件判決が、条約に基礎をもつ
erga omnes 義務については条約規則に特別の配
慮をなしていると解せる点にある。まず、34 段
落は、erga omnes 義務が普遍的、または準普遍
的文書に由来するとしており、多数国間条約に由
来する義務が考慮の中にあったように読める。さ
らに、91 段落は、「普遍的レベルで人権を定立す
る文書は、国籍と無関係に、当該権利侵害の被害
者を保護するための資格を諸国家に与えているわ
けではない」としており、少なくとも条約上の
erga omnes 義務について、直ちに手続的権利が
引き出されるという立場をとることに対して慎重
な姿勢をみせている。同箇所の趣旨としては、同
段落後段が、「こうした問題の解決の追及は地域
レベルにとどまっている」とし、「被害者の国籍
に関せず各締約国に対し、他の締約国に条約違反
に対する苦情を提起する権利を与える」ものとし
て欧州人権条約を挙げていることから、その旨を
明示的に定めていない条約上の erga omnes 義務
違反においては、被害者の国籍と関係をもたない
ような場合にまで、当該国家に ICJ の利用を認め
ているわけではないとの趣旨であると解するのが
最も素直であろう。
　以上のように、バルセロナ・トラクション事件
判決は、erga omnes 義務として二国間に解消さ
れない一定の義務を類型化し、こうした義務の違
反に際しては、原告適格性が肯定されるか否かま
では言及しないものの、全国家が法的利益をもつ
との一般論を展開した。しかし、このような議
論は、たとえ erga omnes 義務について原告適格
を認める趣旨のものであったとしても、条約上の
共通利益侵害訴訟にかかわる限りにおいて、従
来の原告適格性判断枠組を変更するものではない。
なぜならば、上記一般論は、慣習法上の erga 
omnes 義務違反の法的帰結には直接的に適用さ
れる一方、条約に関しては、91 段落において条
約上の規定の確認が必要であるとされたからであ
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る。ウィンブルドン号事件判決においても、南西
アフリカ事件判決においても、原告適格性判断の
鍵を握ったのは条約構造の解釈であったが、バル
セロナ・トラクション事件判決はこうした伝統的
な判例の流れに大きな変更をもたらすものではな
かった。

第３節　近年の判例
第１項　訴追又は引き渡しの義務事件判決
判決および事実

　1982 年から 1990 年の間チャドの大統領を務め
たアブレは、在任中国内の反政府勢力に対して大
規模な弾圧を行った。アブレは 1990 年にセネガ
ルに政治亡命をして以後、同国に滞在を続けてい
た。アブレの行なった残虐行為につき、チャド国
民によるセネガル国内裁判所への告訴、チャド国
民らのベルギーにおける告訴と、ベルギーによる
国際逮捕状の発給および引き渡しの要請などがな
されたが、セネガルはこれらに対し何ら効果的な
行動をとらなかった。セネガルは、アフリカ連合
からアブレの訴追と裁判を行なうようにとの要請
を受けた後は国内法整備に着手したが、その後も
刑事手続は遅れていた。アブレの行った大規模弾
圧の責任を追及する訴えは、2008 年にアフリカ
人権裁判所、西アフリカ諸国経済共同体司法裁判
所に提起されているが、いずれも解決に至らなか
った。本件はこうした中で、ベルギーが ICJ に対
してセネガルを相手取って提起したものである。
　ベルギーとセネガルは、拷問および他の残虐な、
非人道的なまたは品位を傷つける取り扱いまたは、
刑罰に関する条約（拷問等禁止条約）の締約国で
ある。セネガルの一連の行動を受けて、ベルギー
は ICJ 規程第 36 条２項と拷問等禁止条約第 30 条
１項を根拠に、セネガルが拷問等禁止条約第５条
２項、第６条２項、第７条１項上の義務に違反
したこと、アブレにつき刑事手続を開始する義務
を負うこと、訴追しない場合にベルギーに引き渡
す義務があることの宣言を求めた 64。ベルギーは、
あわせてセネガルによる慣習法違反も提起してい
たが、ICJ は、慣習法違反については紛争が存在
しないものとして、拷問等禁止条約 30 条１項の
みに基づき管轄権を認めた 65。

　本稿との関係で重要なのは、ベルギーの原告適
格性について確認した部分である。ベルギーは自
国の原告適格性につき、被害者の国籍に着目した
受動的属人主義に基づく個別的利益を侵害された
国家としての地位と、条約の締約国としての地位
との二つを主張したが、裁判所は前者については
判断不要として後者のみを取りあげて原告適格を
認め、セネガルの拷問等禁止条約第５条２項、第
６条２項、第７条１項違反を認定した上、セネガ
ルはアブレを引き渡さないのであれば、自国の権
限ある当局の訴追手続に遅滞なく付さなければな
らない旨を宣明した 66。
　多数意見の原告適格性判断は、２ページに満た
ず、南西アフリカ事件第二段階判決と比べると非
常に簡潔なものである。その具体的内容は以下の
ようなものであった。裁判所はまず、拷問等禁
止条約前文から「拷問に対してより効果的な取
り組みを全世界的に行う」という条約目的を確認
し、締約国は拷問行為が防止されること、拷問
行為を行った者が訴追されることに共通利益をも
つとする。この共通利益は、問題となる義務が当
該条約のあらゆる締約国によりあらゆる締約国に
対して負われるものであることを示唆し、全ての
締約国は関連する権利の保護に法的利益を有する。
そして、「このような義務はそれぞれの締約国が
どの特定の事例にもそれらの遵守に利益をもつと
いう観点から、『erga omnes partes 義務』と定
義されるかもしれない」と述べる 67。さらに、拷
問等禁止条約下の、関連する義務（erga omnes 
partes 義務）の遵守にかかる共通利益は、「個々
の締約国が、他の締約国により申し立てられた違
反の停止にかかわる訴えを提起する権利があるこ
とを示唆する」とし、「もし個別的利益がこの目
的のために求められるのであれば、多くの事件に
おいてそのような主張を為す地位にある国家は無
いということになるだろう」と述べている 68。
　なお、同条約は第 17‒22 条に、拷問禁止委員会
の設置および、同委員会に対する国家報告手続や
国家通報手続、個人通報手続を定めていたが、原
告適格性判断に際して裁判所はこれらに一切触れ
なかった。
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評価
　バルセロナ・トラクション事件判決における
前述の宣明以後、条約上の共通利益侵害訴訟を
扱った最初の例が、訴追又は引き渡しの義務事
件判決であった。同判決は、ICJ が「erga omnes 
partes 義務」という用語を初めて用い、条約が
共通利益を定めたものであると確認されれば、個
別的利益侵害を問題とせずに、当該条約上の義務
違反を追及する原告適格性が全締約国について肯
定されるという訴訟法上の一般論を提示した。こ
うした判例の立場は、「違反された義務が、当該
国を含む国家の集団に対するものであり、かつ、
当該集団の共通利益の保護のために設けられたも
のである場合」に、「被害国以外の国家による責
任の追及」を認める国家責任条文第 48 条の影響
を受けたものと評価されている 69。　　
　同判決で問題となった拷問禁止が、一般国際法
上の強行規範に由来するものであることは ICJ も
認定しているが 70、先述の通り、ICJ は慣習国際
法の違反に関する申し立てについては、両当事国
間に慣習国際法違反をめぐる紛争は存在しない
ものとし、管轄権を認定しなかった 71。また、原
告適格性判断において、同義務の一般国際法性、
強行規範性は認定していないこと、さらに erga 
omnes partes 義務という用語をあえて用いて判
断を行っていることからも、本件で問題となって
いたのは拷問禁止規範の一般国際法あるいは強行
規範上の義務としての側面ではなく、条約義務と
しての側面であったということができる。本件は、
条約上の共通利益侵害をめぐる締約国の原告適格
性が問題とされたという意味で、ウィンブルドン
号事件判決から捕鯨事件判決に至る一連の判例の
中に位置づけられるものである。
　注目すべきなのは、訴追又は引き渡しの義務事
件判決は、原告適格性判断において、共通利益性
の確認を目的とした条約前文の参照以上には条約
解釈を行っていないという点である。訴追又は引
き渡しの義務事件判決では、原告適格性判断にお
いて紛争解決条項には触れられず 72、手続規定や
条約構造の解釈もなされていない。こうした、多
数意見の条約構造解釈への無考慮は、少数意見に
よっても指摘されており 73、Xue 判事は、条約目

的の達成のための報告および監視システムが拷問
等禁止条約第 17‒21 条により定められていること
を指摘して、erga omnes partes 義務であること
から原告適格性を肯定する多数意見のリーズニン
グが唐突で説得的でないものであるとの評価をし
ている 74。ただし、この指摘については、伝統的
判例も条約手続の単なる存在だけで原告適格性を
否定はしておらず、条約制度の性質を問題とし
ていたことに注意が必要であろう。伝統的判例と
の関連で注目されるのは、共通利益侵害に際して
利用できる国家通報制度が、拷問等禁止条約上
存在するにもかかわらず、「もし個別的利益がこ
の目的のために求められるのであれば、多くの
事件においてそのような主張を為す（make such 
a claim）地位にある国家はないということにな
るだろう」とする裁判所のリーズニングである 75。
同箇所からは、条約上の義務違反があった場合に、
たとえ条約手続が用意されていたとしても、それ
とは別に、裁判所における解決が利用可能である
ことが必要であるという前提がみてとれる。ここ
には、伝統的判例が維持してきた、条約手続を含
めた条約構造との関係で共通利益侵害訴訟におけ
る原告適格性を判断するという視点は確認できな
い。
　以上のように、訴追又は引き渡しの義務事件判
決は、erga omnes partes 義務概念に初めて言及
しつつ同概念に基づく一般論を導入して、その適
用によって、条約上の共通利益侵害に基づく原告
適格性を肯定した。同判決において新たに原告適
格性判断にかかる一般論が導入された一方で、条
約構造の考慮は原告適格性の判断枠組から抜け落
ち、一般論の適用の前提たる共通利益性の確認の
ために条約目的が確認される以上には、条約解釈
はなされなくなったのである。

第２項　捕鯨事件判決
判決および事実

　国際捕鯨取締条約は、「鯨類資源の持続的な利
用」という目的のもと、国際捕鯨委員会（IWC）
を置くほか、科学的問題に対処する科学委員会を
設置している。同条約が制定された 1946 年にお
いては鯨の市場価値に着目した、持続的利用のた
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めの資源管理を目的とする条約であったが、近年、
鯨類に対し単なる資源以上の価値を見出す反捕鯨
国の台頭の中で、従来の条約目的を維持しようと
する捕鯨国と、これに対抗する反捕鯨国の対立に
より、同委員会は機能不全に陥っていた。本件
はこうした事情の中、反捕鯨国であるオーストラ
リアが、日本の捕鯨（JARPA Ⅱ）が条約の認め
る「科学調査のための捕鯨」の枠を超えていると
して、ICJ に訴えを提起したものであり、同じく
反捕鯨国のニュージーランドも ICJ 規程 63 条２
項に基づき訴訟参加している。オーストラリアは、
JARPA Ⅱの実態は商業目的の捕鯨であり、調査
捕鯨を認めた第８条１項の規定の範囲内におさま
らないとの主張を行なった 76。ICJ は、個別的利
益侵害を主張していないオーストラリアの原告適
格性を特に問題とせず訴訟を受理した上で、その
主張を受け入れ、JARPA Ⅱが国際捕鯨取締条約
８条が定める調査捕鯨にあたらないとして、日本
が発給している「特別許可」（８条１項）を撤回
し、追加的許可を発給しないことを命じ、将来に
わたって、日本が判決の結果を考慮することを期
待するとしている 77。

評価
　本件では、日本が原告適格性を争わなかったた
め、ICJ はこの問題について明示的には判断をし
ていない。しかし、口頭弁論段階ではオーストラ
リアの原告適格性が議論となっていた。Bhandari
判事は、オーストラリアに対して、日本の調査捕
鯨によっていかなる侵害を受けたのかという質問
を行っている 78。JARPA Ⅱに基づく捕獲の一部
はオーストラリアが主権的権利と管轄権を主張す
る領域で行われたものであったが、オーストラリ
アはそのことから個別的利益侵害を受けたとの主
張はせず、「自国自身のいかなる利益も有してお
らず、条約のもとで設けられた制度の文脈におけ
る共通利益のみを有しているのだ」として、あく
まで締約国としての立場から訴訟を提起するとの
主張を行った 79。このオーストラリアによる原告
適格性の論証は、訴追又は引き渡しの義務事件判
決における原告適格性の論証に沿って行われてい
る。

　同判決が採用した原告適格性判断枠組について
は、明示的に判断が示されていないことから慎重
に注意を払いつつも、訴追又は引き渡しの義務事
件判決との連続性を指摘する論者が多い 80。例え
ば Zimmerman は、捕鯨事件判決について「国際
捕鯨取締条約が erga omnes partes 義務を体現し
ており、個々のすべての締約国に原告適格を与え
ていることは当然であるとされた」ようにみえる
としている 81。南西アフリカ事件第二段階判決が
職権で法的利益性を問題として条約制度に検討を
加えたことと考え合わせれば、同判決で原告適格
性について明示的審査なくこれが肯定されたこと
は、原告適格性判断において条約構造の解釈をな
すことは必要ではないとの裁判所の立場を示して
いるものと理解されよう。

第４節　小括
　従来、南西アフリカ事件第二段階判決は、原告
適格性の肯定には個別的利益侵害が必要であると
の一般規則に立脚して判断を下したものであると
か、共通利益侵害訴訟一般に対する否定的立場を
示したものであるなどとされ、ウィンブルドン号
事件判決および南西アフリカ事件第一段階判決と
対極にあるものとして評価されてきた。しかし、
このような単純な理解からは、捕鯨事件判決が喚
起した問題の起源や所在を正確に把握することは
できない。伝統的判断枠組の再評価が必要とされ
る。
　たしかに、南西アフリカ事件第二段階判決にお
ける一般規則の認識は、条約によって特に規定さ
れない限り、共通利益侵害は原告適格を基礎づけ
ないというものであった。しかし、こうした一般
規則は傍論として触れられたものであり、同判決
における原告適格性の否定はこれに基づくもので
はない。同事件で原告適格性否定の根拠となった
のは、委任状の履行確保において連盟機関が果た
す役割や、手続規定の詳細な解釈を通して確認さ
れる、条約制度の集団的な性質であった。委任統
治に関する神聖な使命は集団的な意思決定や履行
手続の中で実現されるべきものと判断されたから
こそ、ICJ において個別の連盟国が訴訟を提起す
る権利は否定されたのである。
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　集団性という基準は、南西アフリカ事件第二段
階判決において初めて明示的に示されたものであ
るが、条約機関や履行確保手続を含めた条約全体
の構造から共通利益侵害訴訟の原告適格性を判断
する枠組は、PCIJ 時代に出されたウィンブルド
ン号事件判決や南西アフリカ事件第一段階判決に
も共有されている。erga omnes 義務の保護に国
際共同体の全構成国が法的利益をもつとの一般論
を宣明し、南西アフリカ事件第二段階判決を覆そ
うとするものとされてきたバルセロナ・トラクシ
ョン事件判決も、条約上の erga omnes 義務につ
いては、違反に際して直ちに手続的権利が引き出
されるという立場をとってはいない。
　こうした観点からは、条約上の共通利益侵害訴
訟における原告適格性判断において、決定的な方
向転換をもたらしたのは、訴追又は引き渡しの義
務事件判決であったといえる。同判決は、バルセ
ロナ・トラクション事件判決が手続的帰結を一般
化することについて慎重であった条約上の共通利
益侵害について、これを根拠とする締約国の訴え
については原告適格性を肯定するという一般論を
新たに提示した。ベルギーが原告としての適格性
を有することは erga omnes partes 義務の履行に
かかる共通利益から直接に引き出され、拷問等禁
止条約の解釈としては、前文を参照して同条約の
趣旨目的を確認すること以上は行なっていない。
重要なのは、同判決における erga omnes partes
義務に基づく原告適格性肯定という一般論の導入
が、明確な理由付けもないまま、従来の原告適格
性判断枠組において維持されてきた条約制度全体
の構造の解釈という手法の放棄を伴ったことであ
る。
　捕鯨事件判決では、被告が原告適格性を争わな
かったため、この点につき ICJ は明示的に言及し
ていない。しかし、口頭弁論段階では裁判官から
原告オーストラリアに対し原告適格性の根拠につ
いて質問がなされ、同国は捕鯨取締条約の一締約
国として当該訴訟を提起したと回答している。よ
って、原告適格性につき ICJ に問題意識があった
ことは確認できるにもかかわらず、南西アフリカ
事件判決とは異なり、ICJ は職権でこれを問題に
するということはしなかった。こうした ICJ の態

度は、オーストラリアの条約締約国としての地位
に基づく原告適格性について、条約制度の考慮は
必要ないとの判断を示したものと解される。
　以上から、伝統的判決と近年の判決の相違とし
て、以下の二点が指摘できる。第一に、前者の判
断手法は、個別条約の具体的解釈を通して法的利
益性とそれに基づく原告適格を認定するものであ
るのに対し、後者は、条約に基づく共通利益侵害
に際しても、前文から保護法益の共通利益性を確
認する以上には条約解釈を行わず、erga omnes 
partes 義務概念に基づく一般論によって原告適
格性判断を行っている。これに付随して第二に、
前者においては、問題となる原告適格性を判断す
る際、条約機関の役割や備える手続を含む条約制
度全体の構造が検討されるが、後者においては、
個別の条約が全体としていかなる制度や構造、手
続を備えているかを考慮せずに原告適格性が判断
されることになる。こうして、捕鯨事件判決にお
いて、多数国間条約手続との対比における ICJ の
限界に関する問題が表面化したものと思われる。
しかし、その源流は、条約全体の条約構造の解釈
という手法を放棄し、一般論に基づく原告適格性
判断枠組を条約上の義務に導入した訴追又は引き
渡しの義務事件判決に見出される。また、ICJ に
おける共通利益侵害訴訟の可否を条約制度との関
係づけの中でとらえるという観点自体は、ウィン
ブルドン号事件判決から既にあったものと思われ、
この意味で、捕鯨事件判決が喚起した問題は古く
て新しい問題であるといえよう。

第３章　本案における条約構造の考慮

　以上のように、条約上の共通利益侵害訴訟にお
ける原告適格性判断枠組は、訴追又は引き渡しの
義務事件判決を境に erga omnes partes 義務概念
に基づく一般論へと転換し、これに伴って条約構
造の考慮という観点が原告適格性判断から抜け落
ちることとなった。それでは、訴追又は引き渡し
の義務事件判決および捕鯨事件判決においては、
条約構造に対する考慮や、伝統的判例の中で ICJ
の利用を制限する要素として提示された、集団的
手続による意思決定が条約制度にとって本質的で



― 16 ― 国際関係論研究　第 33 号

ある場合には、ICJ における二当事者間訴訟にお
いて個別国家がこれを争うことはできないという
基準は完全に放棄されたのであろうか。以下では、
先述の原告適格性判断枠組の変遷により、条約構
造に関係なく訴訟が受理される結果、本案審理で
の条約解釈において条約構造の集団性が考慮され
ている可能性について検討する。

第１節　条約構造の考慮
　訴追又は引き渡しの義務事件判決においては、
原告適格性判断のみならず本案の中でも、歴史
的・事実的経緯の説明と、第７条１項の時間的
射程との関連で拷問禁止委員会の判断が簡単に触
れられたのみで、同委員会の構成や票決制度、履
行確保手続等については一切検討されていない 82。
一方、捕鯨事件判決においては、本案の中で条約
の構造が詳述され、これに着目したリーズニング
がなされた。
　捕鯨事件判決は、冒頭で条約の概観を確認して
いる。まず、国際捕鯨取締条約の条文には「鯨類
資源の保存または捕鯨産業の管理を規律する実体
的な規定」がなく、それらを定めるものは附表
であることを指摘して、附表を条約の「不可分
の一部を成す」ものと位置づける（第１条１項）
83。裁判所は、この附表を修正する機能をもつ
IWC について、「捕鯨の取締について重要な役割
を与えられて」いるとし、根拠条文（第３条１
項）、委員の構成（各締約国政府の１名の委員か
ら成る）、採択方法（附表の修正の採択には、第
３条２に基づき投票する委員の４分の３の多数を
必要とする）、修正の効果（修正は、締約国が異
議を申し立てない限り、締約国を拘束する）を確
認した。裁判所は、IWC は何回も附表を修正し
てきたとして、「IWC に付与された役割は、条約
をして進化する文書とした」と評している 84。さ
らに、第６条に基づき「鯨または捕鯨およびこの
条約の目的に関する事項について、締約国政府に
随時勧告を行う」IWC の機能については、決議
の形式をとるこれらの勧告は法的拘束力を有さな
いことが確認された 85。
　科学委員会については、まず、構成（主に締約
国によって任命された科学者で構成される）に言

及し、続いてその機能について実行を踏まえて以
下のように詳述した。科学委員会は、IWC が第
４条に基づいて「鯨および捕鯨に関連する研究お
よび調査」に関する機能を果たすことを補佐す
るものであり、条約第８条３項の義務に従い締約
国によって提出された「鯨および捕鯨に関する」
資料の解析、IWC による附表修正の根拠となり
うる「科学的認定」（第５条２項ｂ）に貢献する。
また、科学委員会は、条約第８条１項のもとで締
約国が調査捕鯨にかかる特別許可書を発給する前
に、特別許可書について検討し、意見を表明する
が（附表 30 項）、1980 年代半ば以降は、IWC に
よって発出されまたは支持された「ガイドライ
ン」に基づき特別許可書の検討を行ってきた。特
別許可の検討について、科学委員会は法的拘束力
のある評価を行う権限を与えられておらず、報告
または勧告のかたちで IWC に伝達するが、その
実際上の運用について、意見の相違がある場合、
科学委員会は一般的に多数意見を公式に採択する
ことを差し控えていることを確認した 86。
　こうした条約の構造認識のもと、ICJ は自身の
役割を以下のように限界づけた。すなわち「我々
は、自らが科学または捕鯨政策上の問題を解決す
ることは求められていないと考える。我々は、国
際社会のメンバーの間で、鯨や捕鯨に関する適切
な政策をめぐって見解の相違があることを認識し
ているが、そうした見解の相違を解決すること
は我々の役割ではない」とした 87。さらに、IWC
との対比の中で自身の役割を「JARPA Ⅱに関連
して与えられた特別許可書が条約第８条１項の範
囲に入るのかを確認することのみである」とし 88、
また、科学委員会との関係では、「目的の科学的
有用性や重要性について判断を下す必要はない。
また、当該プログラムの計画および実施が記述さ
れた目的を達成する上で最良の手段であるか否か
を判断することは我々の役割ではない」として、
自らの役割を制限している 89。
　上述のような条約構造および、そこから導か
れる ICJ が判断を下すべき事項的範囲の限界に対
する多数意見の認識は、協力義務概念の援用を
通して具体的判断に織り込まれた。捕鯨事件判
決で ICJ は、「国際捕鯨取締条約の締約国は IWC
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および科学委員会と協力する義務を有する」と
して、協力義務概念に初めて言及した 90。同義務
は、国際捕鯨取締条約に明文で規定されている
ものではないが、裁判所は締約国の IWC と科学
委員会に対する協力義務を措定した。そこから
IWC 決議とガイドラインに対して妥当な考慮を
払う義務を見出し 91、日本も同義務を受け入れて
きたことを指摘して、これを JARPA Ⅱ調査計画
書に非致死的手法の実行可能性に関する分析を含
むべきであったとの結論を導く根拠の一つとして
援用している 92。結果的に、非致死的手法の実行
可能性について検討を加えずに計画されたとの評
価が、JARPA Ⅱの第７条該当性を否定する結論
を導く一因となった。つまり、ICJ は、協力義務
から IWC 決議およびガイドラインに対し妥当な
考慮を払う手続的義務を引き出し、これを梃子に
本来法的拘束力のない条約機関の決定を実体的判
断の中に巧妙に織り込んだのである。協力義務は、
科学または捕鯨政策上の問題を解決することは求
められていない ICJ が、しかしながらそうした問
題への判断を必然的に伴う本件訴訟において、本
来的に判断権を与えられている条約機関の判断を
参照し、自ら判断することを避けるための道具と
して機能した 93。

第２節　条約制度の集団的性質
　以上のように、原告適格性判断において条約構
造が考慮されなくなった近年の判例のうち、訴追
又は引き渡しの義務事件判決については本案にお
いても条約構造への考慮がなされなかった一方、
捕鯨事件判決においては条約構造の概観が示され
た上で、ICJ の判断すべき事項的範囲が条約機関
との関係で限定され、協力義務概念を用いること
で、条約機関の決定を参照し、自らの判断を示す
ことを回避しつつ判決を下している。このような
両判決の違いは何に起因するのであろうか。また、
捕鯨事件判決における条約制度の考慮は、同判決
の共通利益侵害訴訟としての性質と、どのような
関連を有するのだろうか。　
　この点を考察するにあたって興味深いのは、国
際捕鯨取締条約における集団的手続の本質性が、
捕鯨事件判決の個別意見において語られているこ

とである。Trindade 判事は、「国際捕鯨取締条約
の性質や構造」について、監督機関たる IWC に
おける集団的意思決定過程を通じて集団的保証を
実現するものであるとし、本件の理解と適切な取
り扱いのためには「国際捕鯨取締条約によって設
立された集団的システムが極めて重要である」と
述べている 94。この集団性という観点は、南西ア
フリカ事件第二段階判決において共通利益侵害訴
訟の利用を否定する核心的要因となったものであ
った。そこで、条約構造の考慮に関する両判決の
差異が、条約制度の集団性に起因している可能性
が意識される。
　ところで、南西アフリカ事件判決は、集団性の
基準の一つとして条約機関の構成に着目していた。
すなわち、集団的性質をもつものとされた連盟総
会や理事会については、国家代表が参加し、連盟
国はこれらの組織の一員として集団的活動を通し
て委任状制度にかかわることができたことが強調
される一方で、委任統治委員会については、「個
人の資質で任命され、個人の資格で活動する独立
した専門家」によって構成され、「個々の連盟国
を代表するのでも、連盟国全体を代表するのでも
ない」ことが対比的に指摘されている 95。このよ
うな観点は、近年の両判決で問題となった条約制
度の集団的性質を比較する際の一つの手がかりと
なろう。
　捕鯨事件判決において確認されたとおり、鯨類
資源の保存または捕鯨産業の管理を規律する実体
的な規定をもたない国際捕鯨取締条約では、附表
が実体部分を補うという構造が採用されている。
この「不可分の一部をなす」（第１条）附表の修
正権限を与えられているのが IWC である（第５
条１項）。IWC が各締約国政府の１名の委員によ
って構成されることは、判決の示すとおりであ
り 96、同委員会は締約国の代表会合としての性格
をもつ。
　科学委員会は、調査捕鯨の規模や内容、手法な
どについて見解を示すことを通して、条約上の一
般的な規定を、最新の技術状況に照らしつつ詳
細化する役割を担う（第３条４項）。科学委員会
は、一見したところ科学的専門性を基礎とする機
関であるが、以下のように、国家の代表としての
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側面ももつ。第一に、国際捕鯨取締条約の備える
行政委員会が５人の委員によって構成されている
ことと対照的に、科学委員会は、全締約国が代表
を指名できる制度をとっている。この点につい
て、坂元は、委員たる科学者には独立性と中立
性が期待されるが、制度上は締約政府の政治的立
場（例えば、捕鯨支持または反捕鯨）を反映する
科学者の指名を排除する構造にはなっていないと
いう点を指摘している 97。さらに、判決が「主に

（primarily）」科学者によって構成されるとして
いた通り、科学委員には、科学者が指名されるの
が通常であるものの、これは法的には要求されて
いない 98。科学委員会は、法制度設計をつぶさに
見れば、全締約国の代表会議としての要素も併せ
もった機関であるといえよう。
　加えて、捕鯨事件判決が指摘した、意見の相違
がある場合には公式に多数意見を採択することを
差し控えるという科学委員会の実行は、全委員の
意見をすり合わせて一般的に承諾可能な結論を目
指すという意味で、南西アフリカ事件第二段階判
決が集団的手続と評価した、連盟理事会における
全会一致制と同様の考慮を示しているものと解さ
れる。
　一方、拷問等禁止条約第 17 条によって設置さ
れる拷問禁止委員会は、「徳望が高く、かつ、人
権の分野において能力を認められ……個人の資格
で職務を遂行する」委員によって構成される。こ
うした特徴は、南西アフリカ事件第二段階判決で
委任統治委員会について指摘された特徴と類似し
ている。一方で、連盟理事会や連盟総会に類比さ
れるような、締約国代表の参加する集団的議論を
可能とするフォーラムは存在しない。加えて、国
家通報制度が採用され、同手続が一締約国の通報
に基づいて開始され、かつ、両当事国が満足する
調整がなされた場合には終結する設計となってい
ることからは、むしろ二当事者間解決を積極的に
採用しているとも評価できよう（第 21 条）。拷問
等禁止条約についてはその構造上、集団的性質を
確認することができない。
　以上のように、捕鯨事件判決と訴追又は引き渡
しの義務事件判決は問題となった共通利益が集団
的手続を基盤とする条約制度上のものであるか否

かという点において異なる。この違いが、訴追
又は引き渡しの義務事件判決においては本案の
中でも条約の構造がほとんど言及されなかった一
方、捕鯨事件判決については、条約構造の解釈と
協力義務概念に基づく判示が下されたという差異
を生んだものと思われる。捕鯨事件判決に関して
は、訴訟に伴う義務違反認定に際して規範内容を
確認することは必須であるが、そこで確認される
規範が集団的手続による形成を前提としていた点
が、本案において配慮されたものと解される。ま
た、こうした違いこそが、条約制度との関係にお
ける共通利益侵害訴訟の限界づけという問題意識
が、原告適格性判断枠組の転換を行った最初の判
例である訴追又は引き渡しの義務事件判決ではな
く、捕鯨事件判決を契機に盛んに提起されてきた
ことの理由でもあろう。国際捕鯨取締条約と南西
アフリカ委任状では、手続の集団性が求められる
場面が異なるものの（基準定立および履行確保）、
侵害された利益が共通利益であることとの関連で
条約制度およびその手続の集団性を問題にすると
いう意味で、両判決は同様の基盤を共有している。
捕鯨事件判決における先述のような判示は、共通
利益保護のために設置されている条約制度が集団
的性質を帯びる場合にはこれに ICJ が立ち入って
二当事者間紛争に対する裁定のかたちで問題を解
決することは想定されていないという、南西アフ
リカ事件第二段階判決において示された考慮が、
今日においてもなお ICJ にとって見過ごすことの
できない重要な要素であるということを示してい
る。
　最後に、それにもかかわらず捕鯨事件判決の原
告適格性判断においてこの点が判断されなかった
という事実からは、条約構造の集団性という観点
が原告適格性判断枠組からは切り離されたことが
再確認される。こうした変更が自覚的なものであ
るか否かは不明であるが、現在では、条約上の
共通利益侵害に基づく原告適格性は erga omnes 
partes 義務概念に基づいて広く認められる一方、
ICJ と条約構造の関係性は本案の中で考慮される
こととなっているのである。
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第４章　結論　

　近年、条約制度やその手続との関係性という観
点から、条約上の共通利益の実現を担保する手続
としての ICJ の可能性と限界が問われている。こ
れは、捕鯨事件判決以降の現代的問題として理
解されてきた。しかし、本稿の検討から、そうし
た問題意識は、条約構造全体の解釈によって原告
適格性を判断する伝統的な判例の判断枠組に既に
みられることが確認された。そこで焦点となって
いたのは、集団的な手続の中で運用されることが
条約制度の本質的要素をなす場合には、当該条約
が個々の国家に二当事者間訴訟に付す権利を認め
たものとは解せないという点であった。こうした
点は、訴追又は引き渡しの義務事件判決において
erga omnes partes 義務に基づく一般論が採用さ
れたことで、原告適格性判断においては考慮され
なくなった一方、近年の判例においては本案の中
で条約制度およびその集団的性質への配慮がなさ
れている。
　最後に、裁判所が採用してきた条約制度の集団
性基準の妥当性について若干の検討を加えたい。
この点を全体的に論じることは今後の課題とする
が、本稿では同基準の具体的な機能を検討するこ
とでその一端を示したい。現時点では事例の蓄積
が不十分であり、また、そもそも個別条約の解釈
の問題であることから網羅的に示すことはできな
いが、以下では、可能な範囲で類型化しつつ、二
当事者間での解決とは本質的に異なる、集団的な
決定過程を不可欠の前提として条約目的の達成が
図られている条約制度の例を挙げる。
　集団的手続を基盤とした構造を有しているかは
個別条約によって異なるが、一定程度分野ごとの
傾向を指摘することは可能であるように思われる。
集団的性質を色濃くもつ分野として、環境条約が
挙げられよう。環境条約の、履行確保や基準定立
を含めたコントロール機能の集団的な性質は、し
ばしば指摘されるところである。例えば、Boyle
は、環境条約の最大の制度的特徴を、全利害関係
国の参加を可能とするフォーラムの設定に見出し、
多角的な問題の解決や履行監視、基準の改善を通

して国際コントロールを発展させるという、同フ
ォーラムに与えられたダイナミックな役割に着目
している 99。
　環境条約のこのような性質は、他分野の条約と
の比較の中でより明らかになる。例えば、人権条
約は、障害者の権利に関する条約など一部の例を
除いて締約国会合をもたない。これに対し、多く
の環境条約は最高意思決定機関として、全締約国
の代表によって構成される締約国会合をおいてい
る。また、あくまで最終的な決定権限は締約国会
合にもたせつつも、履行上の問題に対処する遵守
委員会を設置する環境条約もあるが、そうした委
員会の性質も人権条約における委員会の性質とは
以下の点で異なる。人権条約においては「個人の
資格で」委員の職を務めるとされることが通常で
あり（自由権規約第 28 条３項、人種差別撤廃条
約第８条１項、児童の権利条約第 43 条２項）、選
挙の方法としては、各国の指名した名簿の中から
個人に対する投票によって決せられる（自由権
規約第 29 条、人種差別撤廃条約第８条３項４項、
児童の権利条約第 43 条３‒５項）のに対し、例え
ば、不遵守手続のひな型とされるモントリオール
議定書の場合には、遵守委員は国家の代表とされ、
締約国会合における選出の対象となるのは個人で
はなく国家である（付属書Ⅳ第５項）100。このよ
うに、環境条約は、締約国会合を中心として制度
運営がなされ、委員会にも国家代表による会合と
いう要素が一定程度付与されている一方、人権条
約にはこのような傾向はみられない。こうした条
約機関の構成を基礎として、条約手続やそれを通
して果たされる機能をもとに集団的と解されうる
条約制度を類型化すると、以下のようになろう。
　第一に、抽象的な条約義務が、集団的議論およ
び意思決定の中で随時詳細化されるような条約制
度である。環境条約は、特定時点での科学的知見
に基づいて環境保護に関する義務が設定されるが、
その内容は一般的なものにとどめられるのが通常
である。当初の義務内容はその後の科学・技術の
進展に応じて、条約内部の柔軟な手続、例えば議
定書の策定のようなかたちで改正される 101。こ
のような制度を可能にしているのは、全締約国の
代表が参加する条約機関における意思決定を通じ
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た立法類似機能である 102。国際捕鯨取締条約に
もこのような特徴がみられたが、環境条約にはこ
うした特徴をもつものが多い。基準の定立は全締
約国に関わることであることから、集団的な意思
決定が要求されるのであり、もちろん判決は紛争
当事者を当該事案に関してのみ拘束するものでは
あるが、他の締約国に対する実際上の影響を考慮
すれば、二当事者間の訴訟においてこれを決定す
ることは制限的に解される余地がある。
　第二に、義務の不履行に対する対処を、集団的
議論に基づいて決定することで、豊富な選択肢を
確保している条約制度である。環境条約において
は、不履行原因が技術的・財政的問題にあり、締
約国の意思だけでは義務の履行が難しいという場
合も多い。途上国を中心とする技術的・財政的必
要に対応するため、例えば、モントリオール議定
書は、規制の実施について資金供与と技術・財政
支援措置を設けている（第 10 条１項）103。これら
の手続は、第三国からの支援も視野に入れている
点で、義務違反国と当該義務違反を追及する意思
をもつ国家の二当事者間関係にとどまらない。
　集団的と評価されるべき条約制度の要素とは何
か、条約制度の集団的性質は二当事者間訴訟を限
界づける基準として妥当であるかといった議論の
他に、どのようなかたちで条約制度の集団的性質
が考慮されるべきであるかという点はなお検討を
要する。例えば、先述の通り捕鯨事件判決は協力
義務概念を用いて条約制度の集団的性質に対する
配慮を示したが、その試みが成功しているかは疑
わしい。捕鯨事件判決を受けて、IWC と科学委
員会は、調査捕鯨に対して介入する方向へと判断
内容を形式的に変更しているが、これが、当該条
約機関の目的や機能のもとに議論が尽くされたう
えでの判断であるかという点には疑問が残る 104。
また、裁判所によって将来にわたって判決を考慮
することを求められた日本は、その後の調査計画
において捕獲頭数や致死的調査を大きく減らして
いる 105。これは、科学委員会や IWC での十分な
議論の結果の反映というよりも、ICJ 判決の形式
的な受け入れであるように思われる。ICJ による
訴訟の受理と協力義務に基づく判断は、条約の構

造に配慮しつつも結局のところ、法的に問題の一
部を固定し、条約機関が正面から議論する以前に、
結論を大きく規定してしまう可能性を孕んでいる。
結果として、捕鯨事件判決が政策形成的要素を含
んでいるとの指摘もあり 106、協力義務が条約機
関独自の集団的な制度設計を真に尊重するものと
なっているかという点については慎重に検討され
る必要があろう。訴訟を受理したうえで ICJ が各
国の信頼を得る判断を下すことができなければ、
積極的な原告適格性容認の拡大は、ICJ の管轄権
を国家が狭めていく方向へと働いていくかもしれ
ない 107。
　一方、容認 / 否認の二者択一たる原告適格性判
断においてこれを考慮する場合と異なり、本案の
中で条約の構造を解釈することは、ICJ のより柔
軟な対応を許すことは確かである。例えば、上述
の二つの集団的構造をもつ条約制度の例のうち、
後者の場合には、条約義務の違反の認定までは二
当事者訴訟の中でなされても問題は生じない可能
性がある。集団的手続が、義務違反の認定から対
処の決定に至るどの段階で求められているのかを
丁寧に判断しつつ、可能な範囲で判決を下すこと
は、条約の履行確保を促進する結果ともなりうる。
本案の中での条約制度への配慮は、理論的には協
力義務以外にも様々な対処の可能性があるものと
思われ、これから ICJ がどのような判断枠組を提
示していくのかが大いに注目される。
　ICJ が近年の判例において、条約上の共通利益
侵害訴訟に際し広く原告適格性を認めるに至った
背景には、共通利益への高い関心や使命感があっ
たものと思われる。しかしながら、こうした使命
感は、精緻な法的議論に基づかなければ、逆の効
果を生むことともなりかねない。今後議論される
べき共通利益侵害訴訟の焦点は、条約構造解釈に
おける条約制度の集団性基準の妥当性および集団
的性質の判断基準、同解釈が原告適格性判断では
なく本案の中でなされることの適切性と、それが
協力義務を含めたいかなる定式化のもとで議論さ
れるべき問題であるのかという点にあるといえよ
う。
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